
奈
良
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
五
号

奈
良
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
部
奈
良
県
多
文
化
共
生
・
国
際
化
推
進
モ
デ
ル
事
業
補
助
金
選
定
審
査
会
の
項
を
削
り
、

同
部
新
た
な
文
化
活
動
チ
ャ
レ
ン
ジ
補
助
金
審
査
委
員
会
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

未
来
へ
つ
な
ぐ
文
化
活
動

未
来
へ
つ
な
ぐ
文
化
活
動
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
補
助
金
に
係
る
事

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
補
助
金

業
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

審
査
委
員
会

別
表
知
事
の
部
奈
良
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
項
及
び
奈
良
県
健
康
長
寿
文
化
づ
く
り
推
進

会
議
の
項
を
削
り
、
同
部
奈
良
県
協
働
推
進
審
査
会
の
項
中
「
地
域
貢
献
活
動
助
成
事
業
等
」
を
「
奈

良
県
協
働
推
進
基
金
を
活
用
す
る
事
業
等
」
に
改
め
、
同
部
眺
望
の
い
い
レ
ス
ト
ラ
ン
認
定
審
査
会
の

項
を
削
り
、
同
部
大
渕
池
公
園
指
定
管
理
者
選
定
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

奈
良
県
立
都
市
公
園
公
募

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
の

設
置
管
理
制
度
審
査
委
員

二
第
二
項
第
九
号
の
評
価
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
及
び
同
法
第

会

五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
等
予
定
者
の
選
定
に
関

す
る
事
務

別
表
知
事
の
部
平
城
宮
跡
歴
史
公
園
指
定
管
理
者
選
定
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平
城
宮
跡
歴
史
公
園
歴
史

平
城
宮
跡
歴
史
公
園
歴
史
体
験
学
習
館
の
整
備
に
係
る
構
想
及

体
験
学
習
館
の
整
備
に
関

び
計
画
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
審
議
に
関
す
る
事
務

す
る
検
討
委
員
会



別
表
教
育
委
員
会
の
部
奈
良
県
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
選
定
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

奈
良
県
文
化
財
保
護
体
系

文
化
財
保
護
の
体
系
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
審
議
に

推
進
会
議

関
す
る
事
務

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
知
事
の
部
大
渕
池
公
園
指

定
管
理
者
選
定
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
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